
  

第二部    各 論
四   労働者の生活状態

一 つぎに,以上のような雇用,賃金の動きを背景として,労働者の生活状態はどのような推移を示したかを
みよう。

労働者個人個人としてはいろいろ異なつた動きを示しているが,いま都市労働者の生活状態を年間を通じ
て全体として捉えてみると,三〇年は,二九年の貯蓄性向増大という基本的傾向を一層強めて受けついだと
いうことができよう。

とくに下半期に入ってからは所得の増加があったため,貯蓄性向を弱めることなしに従来の停滞傾向を破
つて消費を伸ばすことができ,生活状態は二九年の水準から一段と向上する結果となつた。

二 すなわち,勤労者世帯の消費水準指数(実質家計費指数)は,上半期には前年同期の一・七％増に過ぎなか
つたが,下半期には八・二％の向上となり,年間水準としても二九年を五・二％(前年同期は○・四％減)上
廻った。実収入と実支出との対比で見た黒字率も,四～六月を除けば毎月前年同期を上廻り,三〇年平均で
は八・二％と前年の六・六％を超え,黒字の増加率は比較的消費水準の伸びの大きかつた下半期において
も決しておとろえなかった(一四六表参照)。

三 このように三〇年においても一貫して収支バランスが改善をみた理由は,1)食料物価を中心として消費
者物価が低落したこと,2)二九年において消費がすでに大体戦前に近い水準に回復し,住宅を除けば一応の
充足がなしとげられたこと等によって消費が積極的におさえられたためであり,一方下半期に入って消費
が再び上向きに転じた理由としては,1)夏頃からの収入の漸増,2)七月の減税等の影響で可処分所得がかな
り増加した点をあげることができる。

いま可処分所得(実収入から負担費を差引いたもの)についてみると,上半期は前年同期と大差ないが下半
期では七・〇％増とふえており,その間消費者物価は低落気味に推移し,二六年以降はじめて年間平均で前
年水準を下廻るという推移をみせた(第一四六表および第一五二表参照)。

四 なお消費内容としても食費率は前年よりもさらに縮少し,食費についても主食から非主食への移行がみ
られた。他の費目についてみても,家具,什器などの耐久財の購入増,交際費,保健衛生費,教養文化費等のい
わゆる文化的支出が伸びるなど,とくに下半期を中心として消費内容の質的な向上がうかがわれた。

五 以上のように三〇年の労働者家計は貯蓄と消費の両面で改善をみたが,これを支えたものは前述のごと
く食料物価の下落と所得の増加の二つであった。

しかし前者の食料物価の下落が労働者の全層にその恩恵を及ぼしたのに対し。

後者の所得の増加は必ずしもすべての労働者に同様に与えられたものではなく,雇用,賃金の項でもみたよ
うに各種の労働者群,すなわち就業状態別あるいは階層別等にみるとその所得の増減はかなりまちまちで
あった。

第146表 労働者生活関係諸指標の動き

昭和30年 労働経済の分析



昭和30年 労働経済の分析



そのため所得の増加をみた世帯では,その生活水準を量質の両面にわたって引き上げたのに対し,所得の増
加をみなかつた世帯では,それほど改善を示さなかった。しかしこれらの低所得世帯でも,本年は物価の下
落が緊要度の高い食料の価格の低下を中心にしていたためその範囲内で赤字をへらし,ないしは文化的出
費を高める等若干の質的改善をなしとげえたように思われる。 
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(一)   消費者物価
(1)   年内の動き

六 二九年秋ごろまで微騰傾向をつづけていた全都市総合指数は,三〇年に入ってからも保合い傾向をつづ
けていたが,四月の一一九・一(二六年平均＝一〇〇)をピークとして,その後は季節的な波を画きながらも
下落傾向に転じ,一二月には一一五・七と二九年以来最低の水準を示した。このため三月以降は各月とも
前年同月の水準を下廻り,年間水準としては二九年を一・一％下廻る結果となった。このような傾向は二
六年以降二九年までの逐年五～六％の上昇をみたのに対し本年の特徴的な動きといえ,これは労働者の生
活にすくなからぬ好影響を与えた(第一四七表および第一六八表参照)。

第147表 消費者物価の動き

七 緊縮政策下の二九年中も消費者物価が依然上昇をつづけたのは,米価をはじめ各種料金の値上り,副食類
の高騰,家賃地代の強調等によったものであるが,三〇年において右のように消費者物価が低落したのは,家
賃地代が依然上昇をつづけた以外はいずれも横這いないし低落に転じたためである。すなわち三〇年に
おける消費者物価低落の積極的原因は,1)豊作によるヤミ米価の大巾値下り,2)天候回復にもとづく非主食
関係物価の下落3)被服物価の低落等があげられ,また消極的原因としては,4)料金関係の値上りがほとんど
なかつたこと,5)一般物価が安定気構えにあったことなどをあげることができよう。

八 いま費目別に年水準を二九年と比較すると,被服,非主食,主食各指数がそれぞれ三八％,三・四％,二・
五％の下落,光熱指数はほぼ保合い,雑費,住居が三～四％の上昇となっている。上昇をみた雑費,住居両指
数のうち,住居指数は年間一貫しで上昇しているが,雑費指数は二九年中がひきつづいて上昇したため年平
均の前年対比でみると三・二％も上昇したことになったもので,その年内の動きとしては,ほぼ横這いで,三
〇年一二月の水準は前年同月の一・二％高にすぎなかった(第一四七表参照)。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(一)   消費者物価
(2)   労働者生活への影響

九 ところで,このような消費者物価の動向は,労働者の生計費の膨脹を抑え,実質賃金,消費水準等の改善に
寄与する結果となった。

これをもうすこし詳しくみてみるとつぎのとおりである。

まず食料物価では,ヤミ米価が二八年秋(東京における一〇月の一升二九六円)を最高として以降下りつづ
け,三〇年一二月には一三二円と最高時の半値以下にまで落ちている。非主食関係でも,いずれの品目も値
下りをみているが,とくにウエートの高い野菜,魚介,菓子果物類が四～六％とそろつて値下りをみており,
二九年にはこれらが値上りしていたのにくらべると,三○年は労働者,とくに低所得者層に明るい影響を与
える結果になったといえる(第一四七表参照)。

一〇 料金関係でも,一部の都市で水道,入浴料金が値上りをみ,また教育文化費が約五％程度騰貴した以外
は理髪料金など値下りをみたものさえあり,全体として変動がなかつた。

第56図 消費者物価の動き
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しかしこのような動きのなかにあって,家賃地代のみが一貫して上昇傾向をたどり,三〇年一二月では前年
同月の一二・五％高,二六年を一〇〇としては一九九・七と約二倍に達していることはみ逃せない。

一一 最後に,以上の物価水準を戦前(九～一一年)と比較すると,総合で約二九七倍となっており,費目別には
被服,食料が平均倍率以上,雑費,光熱が以下となっており,住居指数のみは一三八倍と著しく低いが,三〇年
の動向はこれらの開きを縮める方向に動いたことになる。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(二)   家計収入
(1)   実収入水準
(イ)   年間水準と年内の推移

一二 三〇年における労働者世帯の家計収入は前半横這い,後半増加という動きを示し,結局前年の約三％増
となった。

すなわち,総理府統計局の「家計調査」(いわゆるFIES)によれば,全都市平均の動労者世帯の実取入は年初
は前年の横這い傾向をそのまま持続し,季節変動を除けば目立つた動きも示さずに推移したが,四月頃から
世帯主収入の上昇にともなつてわずかづつ増加しはじめ,下期は各月とも前年同月を上廻り,「一二月では
二九年一二月の九・七％増となっている(第一四八表参照)。

なお実収入が七月に大きく前年同月を上廻っているが,これは減税実施期日の関係で臨時収入が三〇年は
一ヵ月遅れて支払われたものが多かったことによるものである。

第148表 収入の推移

第149表 実収入の動き
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第150表 臨時収入の動き

一三 以上の結果,三〇年の平均月間実取入は二九,一六九円(四・七一人世帯,有業人員一二四五人)と前年の
三・一％増となつた(第一四九表参照)。

これを消費者物価の下落を考慮に入れた実質水準としてみれば,四・二％(下半期のみの対前年同期実質増
加率は七・八％)の増加となり,二九年来の取入停滞が下半期になって漸増傾向に入ったことを示してい
る。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(二)   家計収入
(1)   実収入水準
(ロ)   収入水準変動の内容

一四 このように実収入が年間増加率としては小さくても後半においてやや増勢に転じたのは,いうまでも
なく賃金の動きをうけて世帯主取入が増加したことによっている。

すなわち世帯主収入の動きを対前年同期比でみると,上半期ではほとんど保合い,下半期で六・九％の増加,
三〇年の年間平均(二四,〇六五円)では前年の四・五％増となっており,賃金の項でみた常用労働者(調査産
業総数)の現金給与総額(年平均増加率五・八％)の動きと大体見合っている。

一五 なお世帯主収入を定期収入と臨時収入(第一四九表脚注参照)とに分けてみると,定期取入は約六％の
増加であるのに対して臨時取入は前年に比べわずかながら減少している。

しかし下半期のみについてみると,前述のように六月の賞与が減税の関係で三〇年は七月に支払われたこ
と以外に,年末の特別給与が景気上昇の影響をうけて大巾に増加したため,前年より増加している。

すなわち夏季(六～八月)と年末とでそれぞれの臨時取入の状況をみると,夏季では対前年同期比約六％の
減少であるのに対し,一二月では約一三％の大巾な増加となっている(第一五〇表参照)。

一六 一方「世帯員収入」と世帯主を含めた「内職収入」についてみると,世帯員収入では前年に対し八％
近くの減少,「内職収入」では逆に若干の増加となって,両者併せて約一六〇円の減少となっている。

一七 以上のような勤労収入の動きに対し,一方財産収入,社会保障給付,受贈金,仕送り金等の「その他の実
収入」は三〇年月間平均一,四七九円で前年と大差なかった。しかしその内訳をみると,財産収入,社会保障
給付はいずれも増加している。これを二六年以降の動きとして捉えてみると,二九年までは逐年二〇〇円
前後ずつ増加してきており,二六年当時の七五四円に比し約二倍近い数字となっている。

一八 右のように三〇年の家計収入は世帯主の定期取入が約六％増加したにもかかわらず,他の収入面が保
合いないし減少にとどまったため,実収入としては三・一％の増加にとどまった。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(二)   家計収入
(1)   実収入水準
(ハ)   減税の効果

一九 ここで七月に行われた減税の家計収入面への影響をみると,勤労所得税は収入が増加したにもかかわ
らず,三〇年は月平均約一五〇円の減少となった。もつとも地方税などが増加したため負担費総額として
はそれほどの減少とはならず,月平均約九〇円の減少にとどまった。しかしそれだけ可処分所得を増加さ
せる結果となつて貯蓄の増加ないし消費の向上に役立っている。

第151表 「その他の実収入」内訳

第152表 可処分所得の対前年比
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すなわち,三〇年平均の可処分所得は前年の三・九％増,下半期の対前年同期比では七・〇％増にあたり,と
くに下半期の場合物価で修正した実質的増分は約九％に近いこととなる(第一五二表および第一六二表参
照)。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(二)   家計収入
(1)   実収入水準
(ニ)   他の調査でみた収入水準

二〇 総理府統計局「家計調査」からみた収入の動向は以上のごとくであったが,この調査の調査対象と
なっている世帯は,昨年度の分析でも指摘したように職員世帯が多く,産業別にみると公務,サービス,公益
事業,金融業の割合が多く,年令的には世帯主の年令が四〇才前後の世帯等が相対的に多く,単身者世帯は
まったく含まれていない。

二一 そこで他の調査によって昨年の収入水準の動向をみてみると,まず東京都が行っている「標準世帯家
計調査」(世帯員四人または五人の標準的世帯を対象としている)の実収入はやはり三〇年下半期に入って
大きく伸びはじめ,三〇年下半期平均では前年下半期の六・六％増,年間平均では前年の二・三％増で大体
さきにみたFIESの結果と同じ傾向を示している(第一五三表参照)。

また国鉄が行っている「国鉄職員生計調査」によっても,これらとほぼ似た足どりを示している。ただこ
の調査では,下半期における増加率が顕著であつたにもかかわらず上半期で大きく前年同期を下廻ってい
たため年間平均としては前年の一・二％増にとどまっている(第一五三表参照)。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(二)   家計収入
(2)   収入構成

第153表 東京都勤労者および国鉄職員世帯の実収入の動き

第154表 実収入構成の推移
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(二)   家計収入
(2)   収入構成
(イ)   実収入構成

二二 つぎに収入水準変動の内容を実収入構成の変化でみると,「世帯主収入の占める割合」が増加し,他の
収入項目がわずかながらその比重を少なくしている。

すなわち,世帯主の勤め先収入は実収入の八二・五％を占めているが,これは二九年の八一・四％に比し若
干高い。しかし,勤労収入としては世帯員収入が減少したため二九年の九四・八％から三〇年は九四・
九％とほとんど変化がなかった(第一五四表参照)。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(二)   家計収入
(2)   収入構成
(ロ)   世帯主収入の家計収入に占める地位

二三 ここで世帯主収入が家計収入中に占める地位について若干考察をすすめてみよう。

FIES(二五年九月以前はFIS)によると,二四年当時世帯主収入が実収入中に占める割合は八四・五％,二五年
は八四・八％であったが,その後年をおつてその割合が減り,二九～三〇年では八二％前後となった。そし
てこれにかわるものとして「勤労収入以外の実取入」が二四年の二％から二九-三〇年では約五％となり
できている。これはさきにも述べたごとく資産の蓄積,社会保障給付の増加を反映したものであり,収入構
成としては安定化の傾向をたどったものといえよう。

第155表 世帯主取入率
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二四 これを戦前と比較すると,昭和初年当時は世帯主収入率が給料生活者で約八〇％,労務者で八三・
四％,昭和一一年では給料生活者で八八・九％,労務者で八九・三％となつている(三〇年九月で社職員が八
四・三％,労務者が七八・〇％となつている)。これからみると現状は大体昭和初年と同じで,昭和一一年に
比しては世帯主収入率がかなり低いことになる。もっとも,調査対象となった世帯の性格が戦前と戦後と
では大きく違う(戦前は家族が勤めている世帯は調査から落した)ので一概に断定はできない。

二五 これを労職別にみると,戦前には労務者世帯より給料生活者世帯の方が世帯主収入の実収入に占める
割合が低かつたのに対し,戦後はその関係が逆転している。これは戦前が職員世帯で資産収入が相対的に
多く,戦後は労務者世帯ほど家族収入への依存度が高いことのあらわれである。世帯主収入率の低下は主
として資産,社会保障,世帯員収入の増加によりてもたらされるが,所得階層別にみると戦前戦後とも大体階
層の上昇につれて世帯主収入率は低下しており,戦前は資産収入の増加,戦後は世帯員収入および資産収入
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の増加によって,これがもたらされているとみることができる。

第156表 副業内職を有する世帯の比率

第157表 世帯主の職業および男女別内職世帯数

二六 つぎに副業内職の状況についてみると,調査世帯のうち副業内職を有する世帯の比率は二割前後と
なっており,世帯種類別には民間職員が少なく日雇世帯が三五～八％と比較的高くなっている(第一五六表
参照)。
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また労働省婦人少年局が三〇年七月に実施しだ都市における家庭内職調査によれば,内職をしている世帯
の世帯主の職業は無職がもつとも多く,ついで会社員,工員等が多いことを示している(第一五七表参照)。
これらの内職の内容については,仕事の不安定性,工賃の低水準ないし不払等が指摘されており,たとえば一
日の工賃についてみると,「普通の日」の工賃が五〇円以上一〇〇円未満のものが総数の三二％を占めて
いる(第一五八表参照)。

二七 さらに「実収入以外の収入」(貯金引出,借入金等のみかけ上の収入)についてみると,二九年から三○
年にかけて若干減少し,このため総収入中に占める比率は二九年の一〇・二％から三〇年は九・九％とわ
ずかながら減少している。とくに借入金は大巾な減少をみせており,収入構成の健全化を示している。ま
た繰越金も実額としては増加したが比率としては二七年以降毎年減少し,これは手持現金を預金にまわす
性向のあらわれとみることができよう(第一五九表参照)。

第158表 1日の工賃別内職世帯数
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(三)   家計支出および消費水準

第159表 家計収入の構成

第160表 消費支出金額の動き
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第161表 消費支出構成の推移

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和30年 労働経済の分析



  

第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(三)   家計支出および消費水準
(1)   家計支出
(イ)   消費支出

二八 以上のような収入の動きをうけて家計の消費支出金額も,前半は二九年来の停滞をうけついだが,後半
においては尻上りに伸びはじめ,年平均としては約四％の増加となった。すなわち,全都市勤労者世帯の消
費支出金額(五人三〇・(四日換算値)は三〇年月平均で二四,九七一円となつており,二九年の三・九％増に
あたる。これを二七,八年頃の二割以上および二九年の六・一％のそれぞれ増加に比べると小さいが,いま
三〇年の消費支出金額を四半期別に前年同期と比較すると,一～六月期は一・五％内外の増加にすぎなか
つたが,七～九月では三・五％増,一〇～一二月では八・五％のそれぞれ増加となって,下半期における支出
の増加が目立っている(策一六〇表参照)。

二九 このように下半期に入って支出がのびはじめたのは,収入が従来の停滞傾向から漸増傾向に移ったこ
とが主な原因であるが,同時に減税があったこと,前年以来購買力が蓄積されていたこと,食料品物価が低下
したこと,さらには文化的生活用品が出廻ったこと,などが直接,間接に購買欲をさそった結果だと解されよ
う。

三〇 この支出増加を費目別にみると,住居,雑費は前年に比し八％前後の増加となってもつとも伸びが大き
く,光熱,非主食がそれぞれ四・一％,二・六％で他は被服が一％増,主食は全く保合いとなっている。これ
を二九年において食料費が雑費についで七・三％も伸びていたのに比べるときわめて対照的で,これはさ
きにみた消費者物価の動向に影響されたこともみ逃せないが,住居,雑費,なかんずく家具什器,交際,教養文
化,保健衛生等の文化的費目で支出が伸びていることの結果といえよう(第一六〇表参照)。

第57図 消費支出構成の推移
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三一 この結果,消費支出の費目別構成も変化した。すなわち,食費率(エンゲル係数)は二九年の四五・五か
ら三〇年は四四・五へと減少し,反面住居,雑費の割合が増大する結果となった(第一六一表参照)。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(三)   家計支出および消費水準
(1)   家計支出
(ロ)   消費支出以外の支出の動向

三二 一方消費支出以外の支出についてみると,まず負担的支出はすでにみたごとく勤労所得税の軽減によ
り減少を示している。

ただその他の税,社会保険料が増加しているので,その減少は八八円にとどまったが,これを年内の動きとし
てみると,下半期における減少率が大きい。

第162表 負担的支出

第163表 実支出以外の支出
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三三 一方実支出以外の支出(資産増と負債減)についてみると,三〇年月平均では六,一二八円で,二九年の五
八〇円(一〇・四％)増となっている。これは収入および消費支出の増加率を上廻っており,貯蓄性向の増
大を意味している。

このため,支出総額の構成比としても,実支出以外の支出は二九年の一三・五％から三〇年は一四・六％へ
と増大する結果となり,二九年にひきつづいて家計の健全化が進行している。この増分の内訳をみると,貯
金の増加が大半を占めており,月平均二,六〇五円の貯金(二九年の約五〇〇円増)となっている(しかし後に
ひるごとく貯金引出が一,八五一円あるので貯金純増分は月平均七五四円となる)。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(三)   家計支出および消費水準
(1)   家計支出
(ハ)   消費と貯蓄

三四 このように二九年以来,とくに収入増分が資産増または負債減の方に向けられる率(限界貯蓄率)が上
向いているが,この関係をさらに検討してみると,二八年から二九年にかけては増加した可処分所得(実収入
から負担費を差引いたもの)のうち,七二・二％が消費に向けられ,残りが黒字の増加に向けられていたが,
三〇年上半期には収入の増分の二三・五％しか消費に向けられていず,三〇年前半における貯蓄性向の堅
調をみせている。下半期に入ってからも若干限界消費性向は高くなっているが,一一月を除いて大体五割
の線で推移している。

第164表 収入と消費

第165表 収支過不足状況
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第166表 黒字の処分状況

第167表 東京都勤労者および国鉄職員世帯の家計支出の動き
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とくに貯蓄への性向(貯金預入,保険加入)が三〇年に入つて急激に伸びている点からして,資産増への積極
性を見出すことができる(第一六四表参照)。

三五 以上のような収入と支出の結果,収支過不足状況は前年よりもさらに改善された。

すなわち,実収入と実支出との比較でみた黒字額は二九年の一,八五五円から三〇年は二,三八三円と約五三
〇円の増加をみ,これを実収入に対する比率(黒字率)としてみると,三〇年は八・二％となつて二九年の
六・六％を一・六ポイント上廻っている(第一六五表参照)。また勤労収入と実支出とを対比させた過不足
率でみても,二八年の○・三％から二九年は一・五％,三〇年三・三％と逐年よくなってきている。

三六 月別に実収支過不足率をみると,各月とも赤字の月はなく,その黒字率も前年同月を大半の月で上廻っ
ており,下半期に入ってからも,消費が伸びたにもかかわらずその黒字率の改善は依然顕著で,黒字の固定化
がようやく明確になってきている。

三七 そこで黒字の処分状況,つまり「実収入以外の収入一と「実支出以外の支出」とを項目別に差引きし
たものについてみると前項でものべたごとく資産増へのふり向けが過半を占めている。すなわち,月平均
黒字額二,三八三円のうち貯金,保険にまわしたものがそれぞれ七五四円,七〇〇円,あわせて一,四五四円(六
一・〇％)で,一方借金返済,掛買払い等負債減に当るものが,あわせて四八二円(二〇・二％)となっている。

第58図 黒字とその処分状況

昭和30年 労働経済の分析



これを二九年と比べると,二九年では黒字増分のうち資産増にあたる部分が五五・四％,負債減にあたる部
分が二〇・一％であったのに比べ貯蓄の増加傾向が明らかである。

とくに下半期平均では月月一,一二四円の貯金増がみられ,貯蓄性向が三〇年に入ってかなり積極化したこ
とを示している(第一六六表参照)。

第168表 消費水準の月別推移
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第169表 費目別消費水準
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(三)   家計支出および消費水準
(1)   家計支出
(ニ)   その他の調査でみた家計支出

三八 ところで右のような状況は,東京都の「標準世帯家計調査」,国鉄の「職員生計調査」にもあらわれて
いる。すなわち,消費支出ではいずれの調査でも二ないし五％の増加となっており,同時に実収支過不足率
も若干差はあるが改善されている。また消費支出の内容も,住居,雑費で伸び,食費率は縮少している(第一
六七表参照)。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(三)   家計支出および消費水準
(2)   消費水準
(イ)   年間水準と年内の推移

三九 つぎに以上の消費支出の動向をさらに物価の動きと関連させ,実質的な消費の動きとしてその推移を
たどってみよう。

いま全都市勤労者世帯の名目家計費指数(五人三〇・四日換算した消費支出指数)をCPIで除した実質家計
費指数についてみると,二六年を一〇〇として三〇年平均は一四〇・七となっており,これは前年の五・
二％の上昇にあたっている。年間の動きを月別にみると,年初の二月に前年同月の水準を下廻ったほか,六
月ごろまではほぼ前年と同水準で推移したが,物価が下り,所得が徐々に伸びはじめた七月頃から消費も上
昇しはじめ,九～一〇月では約七％,年末の一一～一二月では一割以上も前年同月を上廻るに至った。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(三)   家計支出および消費水準
(2)   消費水準
(ロ)   費目別の状況

四〇 以上の消費水準の上昇を費目別にみると,各費目とも大体足並をそろえて前年の四～五％の上昇とな
つているが,その上昇率は主食において若干低く,逆に非主食において高くなっていて,主食から非主食への
移行がみられる。また中分類別の状況では文化的支出(緊要度の低いもの)においてより高い上昇率をみせ
ている(第一六九表参照)。

四一 年内の動きを四半期別にみると,いずれの費目も後半に入って急速に伸びているが,とくに住居,雑費,
被服でその傾向が著しく,一〇月以降いずれも前年同期を一割五分近く上廻っている。とくに二七年から
二八年にかけて飛躍的な増加をみた被服が,その後は全く保合いで推移し,それがふたたび三〇年秋から冬
にかけかなりの増加をみたことは注目されよう。

以下ややくわしく費目別の消費状況をみてみよう。

第59図 費目別消費水準の推移
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第170表 非主食消費の内容
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第171表 住居消費の内容

四二 まず食生活についてみると,三〇年が異常の豊作をうけて米をはじめ副食品が豊富に出廻ったことに
よりかなりの質的向上をみるに至った。

すなわち,非主食の消費水準が六％向上したほか,その内容を中分類別にみると,飲料,肉乳卵,菓子果物等が
一割ないし一割五分もの増加をみて,非主食消費増の中心をなしている(第一七〇表参照)。

これを二九年で肉乳卵,調味料,酒類がかなり伸びていたことと考えあわせると,過去一年間に食生活の改善
がより一歩進んだことを物語っている。

四三 つぎに被服は,二七年後半頃から急速に改善をみ,二九年はじめ頃までには一とおりの充足をみた形
で,その後は停滞状態に入った。三〇年に入ってからも目立つた動きを示さなかったが,秋から冬にかけで
ふたたび伸びはじめ,一〇～一二月平均では前年同期を一二・五％上廻るに至った。

四四 しかもその内容は,綿よりも合成繊維等への変化がうかがわれ,企画庁の国内需要量指数をみると,綿
は減少傾向にあるが,合成繊維は急激な上昇をつづけていて,衣生活における消費慣習の変化がみられる。

四五 一方住居の消費水準,についてみても,被服と同じく秋以降前年同期を一四・二％も上廻るほどの伸び
をみせている。とくに家具什器は下半期において前年同期を二七・九％上廻る異常な増加をみせ,年間対
比でも前年を一三・三％上廻って,住居消費水準上昇の主流をなしてい渇(第一七一表参照)。

四六 ところで,このような耐久消費財の顕著な購入増は,生活が安定し,気分的にもかなりの余裕ができた
ことを示すものといえよう。

通産省の生産統計をみても,テレビ,電気洗たく機,螢光灯等が著しく伸びており,これらが必ずしも直接労
働者の家庭にもちこまれたものではないにしても,一般的に家庭電化などの傾向が相当進んでいることを
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物語っているといえる。

第172表 着工住宅状況

第173表 住宅不足数

第174表 雑費消費の内容
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四七 しかし住宅問題は依然未解決のまま推移しているように思われる。最近は住宅公団の新設,増改築の
奨励など政府の住宅対策の推進に歩みをあわせて,個人自力建設も漸次増加を示しており,建設省の建築統
計でみても,住宅着工坪数は八月頃より前年同期を二〇％程度,ことに一〇月は三七％上廻る状況をみせ,三
〇年一～一二月間の着工住宅延べ面積は,約五三四万坪,着工住宅新設戸数は約二五万戸となった(第一七二
表)。

しかし建設省の調査によれば,三〇年八月一日現在で全国の住宅不足戸数はなお二七〇万戸を超えており,
依然住宅難は緩和していない(第一七三表参照)。

四八 なお総理府統計局の二九年一〇月における家賃調査の結果によると,労務者の家賃に比較して職員の
家賃は約一・六倍にあたり,また住居面積は東京で一戸当り一二・四畳(借家平均),一人当り二・七畳で,全
都市の同じく一四・一畳,三・〇畳に比し狭く,大都市ほど住宅状況の悪さを示している。

四九 最後に主として文化的出費とみなされる雑費についてみると,下半期を中心として交際費,交通通信
費,保健衛生費等が一割前後前年を上廻って伸びており,このため年間対比としても,これらの費目は約五～
六％の消費増をみるに至った(第一七四表参照)。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(三)   家計支出および消費水準
(2)   消費水準
(ハ)   以上の要約

第175表 戦前基準消費水準

五〇 以上みたごとく,三〇年において労働者の生活は,貯蓄の増加,負債の減少を通じてより安定化の道を
たどり,これと併行して消費もより質的に向上する傾向をみせてきた。とくに三〇年下半期には,尻上りの
形で耐久消費財の購入増,食衣生活の改善,文化的支出の増加等の傾向がみられ,住宅問題の依然たる未解決
を除けば,二七,八年頃までに到達した生活水準からさらに一歩前進する段階に達した感がある。

五一 東京都勤労者の戦前(九～一一年)基準消費水準指数についてみると,二九年にちょうど一〇〇に達し
たものが三〇年では一〇六・五に到達し,算定技術上問題があるにしても,その購入量としてはすでに戦前
を凌駕している。

費目別にみても,被服,住居を除けばいずれも大きく戦前水準をこえており,被服にしても繊維製品の質的変
化等を考慮に入れれば,ほぼ同程度に回復したとみてよいであろう(第一七五表参照)。

五二 ちなみに費目別消費の戦後における回復過程をみると,1)二四年まで社食生活の確保,2)二六年までは
赤字の解消と衣生活の量的向上,ついで3)二八年までが住居,被服,雑費の改善と一巡し,4)二九年で一応の充
足が終つたところで貯蓄の増加がみられ,5)三〇年に入るとともに一層貯蓄性向を深めつつ消費水準の全
般的な改善が進んだことを示している。三〇年における費目別消費水準の伸びが主食を除いて戦後はじ
めて足並をそろえたことは,以上の諸点と関連して注目すべき現象といえよう。

第176表 品目別1世帯当り年間購入量の推移

昭和30年 労働経済の分析



五三 このような傾向は「家計調査」(全都市全.世帯)から算出された主要生活用品の一世帯当り年間購入
量の動きにも明らかにみとめられる。

すなわち,まず食料についてみると,甘しょ,粉類等の代替主食が,昭和二四,五年頃から激減し,その後は米,パ
ン等がこれに代っており,また副食では魚介類,野菜類はすでに昭和二四,五年頃からほぼ保合状態がつづい
ているのに対し,肉乳卵,砂糖,食用油,菓子,果物,酒等の消費は逐年一貫して増加傾向をたどっている。とく
に,牛乳,バター,鶏卵等の消費の伸びは肉類のそれを上廻り,酒類の中でも焼ちゅうの消費が停滞している
のに,清酒,ビールは堅調に増加しているというように,量から質への転換傾向が強くなっている。

五四 被服費については,これに属する品目がきわめて多種多様なために,この資料では充分なことがわから
ないが,子供服,毛織地,くつ下類,運動靴等の増加がいちじるしく,これらのものは最近かなり潤沢に家庭に
ゆきわたりつつあるものとみることができる。さらに,雑費に属する理髪,パーマネントの回数が着実に伸
びていること,電車賃,バス代,汽車賃,書籍代,映画観覧料等の支出金額がこの数年来激増していることなど
も,生活の落着きと,文化的傾向の強まりを反映している(第一七六表参照)。

五五 なお勤労者世帯以外の一般世帯を含めた全世帯の消費水準は,年平均で前年な四・九％上廻っており,
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勤労者世帯のそれに比し若干低く,国民生活全般の中にあって勤労者世帯の消費の伸びは相対的に高かっ
たことを示している。

五六 しかし大部分の労働者の生活状態がかなりの改善をみたことは,一面において所得の増加をみなかつ
た恵まれぬ労働者世帯の水準との開きを一層ひろめたことを意味しており,この点から,いわゆる低所得世
帯ないし貧困世帯等の国民の中に占める割合およびその生活状熊の動向についてはより一層の関心が必
要であろう。

第177表 労職別家計の前年比較

資料上の制約でその全貌を捉えることは到底困難であるが,以下若干の考察を行ってみたい。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(四)   階層別の状況
(1)   労職別,所得階層別等の家計状況
(イ)   労職別家計格差の傾向

五七 まず前記「FIES」における労職別の家計状況によつて格差の一端をのぞくと,実収入では三〇年月間
平均は職員世帯が三三,〇四一円であるのに対し,労務者世帯では二三,五〇八円となっており,これらは前
年に対し,それぞれ三五％増,二・一％増に当っている。このため労職間の実収入格差は二九年の七二・一
(職員-一〇〇)から,三〇年は七一・一とやや拡大している。この比率は二六年では八〇・九となっていた
もので,逐年その開きをまし,この四年間で一割近い格差の拡大をもたらしたことになる(第一七七表参
照)。

五八 このため実支出の前年に対する伸びも,職員世帯で一・六％労務者世帯で○・六％と開きをみせ,消費
面における労務者世帯の相対的遅れを物語っている。

また,実収支バランスつまり黒字率についても,職員世帯でより改善が進み,二八年までは労務者世帯の方が
高い黒字率をみせていたものが二九年では逆転し,三〇年では職員世帯で黒字率八・三％,労務者世帯で
八・〇％とその差を拡げている(第一七七表参照)。

第178表 階層別家計状況

昭和30年 労働経済の分析



昭和30年 労働経済の分析



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和30年 労働経済の分析



  

第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(四)   階層別の状況
(1)   労職別,所得階層別等の家計状況
(ロ)   所得階層別家計格差

第179表 費目別限界消費性向

五九 また同じく「FIES」によって所得階層別の家計状況をみると,収入,消費,収支バランスともに所得階
層間にかなりの格差がみとめられる。

すなわち,二九,三〇両年についてそれぞれ一～一一月平均で実収入階層別に区分したものを,実収入の低い
方から高い方へ,それぞれ累積世帯数を五階層に等分し,各階層ごとに収入および支出等について加重平均
したものをみると,第一七八表のように低所得層では未だエンゲル係数は五〇を超え,赤字もかなりの額に
達していることが注目される。

これを二九年から三〇年にかけての動きでみると,五等分した階層のうち所得の低い方から第一番目およ
び第二番目の階層では,平均実収入がほとんど保合にとどまっているが,第四番目および第五番目の所得の
高い層では平均実収入が,それぞれ一・七％,三・五％の増加となっており,このため消費支出もこれと見
合った動きを示している。

また収支過不足額,工ンゲル係数等においても,各階層とも一様に改善をみせてはいるが,高い所得層ほど高
い改善率となっている(第一七八表参照)。

六〇 なお階層別の費目別支出から算出した限界消費性向によつて階層間の費目別消費の差すなわち消費
充足の現状についてみると,緊要度の高い費目ほどその消費性向は減り,反面雑費等の緊要度の低い費目へ
の消費性向は増大している(第一七九表参照)。

三〇年において緊要度の高い食料品物価がかなり低落したことは,二九年が逆の立場であったことと比較
し,低所得層世帯に一層よい影響を与えたことは否めない所であろう。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(四)   階層別の状況
(2)   低所得労働者世帯等の家計状況
(イ)   低所得労働者世帯の分布状況

六一 以上は「FIES」の内部にあらわれた面での格差状況であるが,さらに範囲を拡げて,いわゆる低生活水
準世帯の様相をみてみよう。

いま三〇年四月に行われた厚生行政基礎調査によって世帯の種類,業態,支出階層別等の世帯分布について
みると,まず一,八九六万世帯のうち常用労働者世帯が八〇四万,日雇労働者世帯が一二六万,家内労働者世
帯が三一万,「その他」の資産五万円未満で雇用者のいない事業主や失業者などの世帯が一七七万となっ
ていて,日雇,家内労働」,その他」の三者をあわせたもので総世帯の約一八％に達している。

また総世帯のうち,被保護世帯が農家非農家を含めて四八万世帯(二・五％)あるが,この四八万世帯のうち
七四・五％が日雇,家内労働,「その他」の世帯からなっており,これに常用労働者世帯を含めると被保護者
世帯の約八九％にあたる(第一八〇表参照)。

第180表 世帯種類および世帯業態別也帯数

六二 さらに支出階層別の分布状況をみると,全世帯で一万五千円未満の世帯が五六・二％と過半数を占め,
これが被保護世帯では九一・八％,常用労働者世帯でも四七・二％を占めている。五人世帯の常用労働者
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世帯のみをとっても二八・七％とかなり高い率を示していて,わが国労働者層の一部には貧困と低い生活
水準とが内在していることの一端を示している(第一八一表参照)。

第181表 世帯種別にみた支出階層別世帯分布

第182表 本人の勤労収入 階級別構成(％)

  

昭和30年 労働経済の分析



(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和30年 労働経済の分析



  

第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(四)   階層別の状況
(2)   低所得労働者世帯等の家計状況
(ロ)   低所得労働者世帯の家計

六三 では,このような低い所得水準の世帯はどのような家計状況にあるだろうか。三〇年一一月について
行つた「日雇労働者生活実態調査」(東京都の分)によると,日雇労働者の世帯では,本人の勤労収入が七,〇
〇〇円から八,〇〇〇円のものが三六・二％を占めていてもっとも多く,総数の七三・八％は六,〇〇〇円か
ら一〇,〇〇〇円の間に分布している(第 一八二表参照)。

そして一世帯当り平均の世帯主収入は八,八〇五円,実収入の合計で一一,八三二円となっており,一般労働
者(「FIES」東京)の約三六％にすぎない(もちろん一般が世帯規模約四・七人世帯であるのに対して日雇
世帯は平均三・〇七人と小さいが,これを考慮しても低い水準である)。

六四 これを前年と比較すると,一般労働者では大きく収入増がみられたのに対して,日雇世帯では世帯主収
入は四％の増加をみたが世帯員収入が三割近く減少したため,実収入としては三・八％の減少となってい
る(第一八三表参照)。

このように世帯員収入が減少したことは三〇年における一つの特徴であるが,これは平均世帯人員が○・
五人減少し,有業人員も一・六〇人から一・四八人へと減ったことに起因している。

六五 なお有業人員が世帯人員の中に占める割合をみると,一般世帯では約三二％であるのに対し,1日雇労
働者世帯では約四八％と相対的に高く,低収入多就業の形を物語っている。

第183表 日雇世帯の収入
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第184表 日雇労働者の消費と実収入バランス

第185表 日雇労務者世帯の勤労収入外の取入構成

六六 以上のような収入の状況を反映して,消費面も依然かなりの低さを示しており,収支バランスも決して
よくない。

しかし前年との比較でみた場合,エンゲル係数,収支過不足率では若干の改善がみられ,一般労働者世帯でみ
たと同じく,質的向上が行われたことを示している。そしてこれは主として食料物価の値下りのため食料
への支出が減ったことに起因していると考えられる(第一八四表参照)。

昭和30年 労働経済の分析



六七 なお世帯主収入は収入総額の七割に満たず,残りを世帯員収入によって補っても,一〇ないし一・五％
の不足が生じるが,その補填状況をみると,借金,質入金がその約四割をしめている。これらは二八年の五
五％,二九年の四六％に比べると漸次減少はしているものの依然かなり高い。

要するに,日雇労働者の家計は,三〇年に若干の改善はみたが,その収入は最低生活を辛うじて維持しうる程
度であり,1これを補うために借金,質入金などに頼らねばならない状況にあると考えられる(第一五九表お
よび第一八五表参照)。

六八 つぎに厚生省の生活保護調査によって被保護勤労者世帯の家計内容をみると,三〇年四～九月平均の
月間実収入は一〇,六七二円・(四人世帯)で,一般勤労者世帯の同期間の月間平均三三,六一二円(四・七人)
に比し,約三割二分にあたっている。

第186表 被保護勤労者世帯,一般勤労者世帯別家計実収支金額とエンゲル係数

第187表 被保護世帯の家計内容

そのため実支出も一般勤労者世帯の約三四％にすぎず,消費水準の低さを示している。消費 ・内容として
も,実支出中に占める飲食物費の割合が一般世帯の三七・六％に比し被保護世帯では五八・〇％となって
おり,その水準の低さを示している(第一八六表参照)。

六九 また四月～九月分について二九年と三〇年の平均を比較すると,被保護世帯の実収入は約三％の減少
となっており,一般勤労者世帯の約二％の増加に対し,その格差を拡げる方向をたどっている。これらの世
帯では消費水準もむしろ低下しており,実収支過不足率も改善されてはいず,資産の蓄積もほとんど困難で
あることを示している(第一八七表参照)。

七〇 しかし消費内容についてみると,日雇世帯,FIESの低所得世帯ともそうであったように食料物価の下落

昭和30年 労働経済の分析



を反映してエンゲル係数は縮少している(第一八六表参照)。

第188表 離職時と就職時の平均賃金

七一 最後に,若干観点をかえて,離職した労働者の離職後における生活状態を労働省の「臨時家計調査」に
よって眺めてみよう。この調査は,二九年一〇～一一月東京で離職した約千世帯について離職後の半年間
(三〇年二月～七月)江生活状態をみたものである。

まずその就業状況についてみると,離職してから八ヵ月のちまで一貫して職につきえなかつた世帯が約二
二％,職につきえたが不完全であった世帯で約二四％となっている。

なお二％の世帯は非労働力世帯として労働市場から姿を消した。

その月別の状況をみると,失業保険がきれる五～六月を境として就業世帯が急速にふえており,とにかく生
活をささえるために条件をおとしても就職した状況がみえる。

(注)調査期間中に主たる職業として雇用者,事業経営者,あるいは家族従業者に就業しその後離職または転
職したもの,離転職はしないが就業のまま求職活動をしていた者である。

七二 これら再就職しえた者について離職時の賃金と就職時の賃金とを比較すると,月がたつにつれて就職
条件をおとしていることが示されている(第一八八表参照)。

しかもこの離職時と就職時の賃金変化率を年令階級別,離職時の賃金階級別,学歴別,労職別でみると,大体
年令,賃金,学歴の高いものほど,また労職別では職員の方で,より大きな賃金の低下率を示している。

七三 つぎにその家計の状況をみると,世帯の性格によってまちまちではあるが,大体全世帯一貫して収入の
不安定さをみせている。すなわち退職金など貯金のある世帯ないし借金可能の世帯は,かなりの赤字をお
かして消費を一時的にささえている傾向がみえるが,一面そのようなやりくり収入がない世帯群では,消費
水準を相当落さざるをえない状況を示している。

第189表 離職者世帯の取入状況
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七四 まず収入についてみると,通常の世帯(FIES世帯)に比しあきらかに低水準で,とくに失業保険金が切れ
た以降も失業している世帯では,家族内に有業人員のない場合,世帯人員三・五人でその実収入は七,六四八
円にとどまっている。

収入源としては,失業世帯の場合,前半は失業保険金,後半は世帯員収入が大半をしめている(第一八九表参
照)。

七五 このためこれだけの収入では生活をささえることができず,その赤字額はいずれの世帯でも,かなりの
額にのぼっているが,有業人員のある世帯よりもない世帯が,また退職金のない世帯よりある世帯の方がそ
の額は多くなっている(第一九〇表参照)。

第190表 失業世帯の実収支過不足状況
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その結果六ヵ月間の貯金減額(貯金引出から貯金預入れを差引いたもの)の累計は退職金五万円以上の世帯
で有業人員のある場合約一五,○○○円,有業人員のない場合約三七,〇〇〇円にも達しており,同時にこの
期間の借金純増額がそれぞれ約二,〇〇〇円,約五,〇〇〇円となっている。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(五)   国民生活と労働者の生活

七六 以上,各種の家計調査にあらわれた労働者の生活状態の動きをみてきたのであるが,つぎに国民所得,
生活物資供給量などの資料から国民一般の生活水準の動きをみよう。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(五)   国民生活と労働者の生活
(1)   国民所得の面からみた労働者の生活

七七 三〇年の分配国民所得は六兆五,七四五億円であって前年に対し八・四％増加している(第一九一表参
照)。二九年の対前年上昇率が六・○％であったのに比べると,三〇年の上昇率はやや大であった。このよ
うに三〇年に国民所得の伸びが大きかったのは,豊作や輸出の増大などによるところが大きい。これをさ
らに実質国民所得の動きでみると,三〇年における物価の動きが二九年の傾向をうけついで一般に保合な
いし低落をみたため名目所得の増加以上に増加しており,二九年が前年に対し三・二％の増加であったの
に対し,三〇年は九・六％の増加であった(第一九二表参照)。

第191表 分配国民所得の推移

第192表 実質国民所得の推移
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第193表 個人所得とその処分状況

七八 また昭和九～一一年の貨幣価値に換算した一人当りの実質国民所得でみると,三〇年は二三八円とな
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り,基準時の二一〇円を約一割三分上廻り,対前年比でも八・三％増と,二九年の対前年比了八％増はもとよ
り二八年の七・五％をも上廻る高い上昇率を示した(第一九二表参照)。

七九 この分配国民所得の内訳をみると,勤労所得は前年に対し七・一％の増で,その増加率は分配国民所得
全体の増加率八二四％を下廻り,また二九年の対前年比九・七％をも下廻った。これに対し,二八年から二
九年にかけて増加率の低かつた個人業主所得は,三〇年にはかなり伸び,対前年比九・四％の増加となり,と
くにこのうち農林水産業個人業主所得は豊作の影響で前年に比し一一％の大巾増加を示した。このため,
分配国民所得の構成比でみると,勤労所得は二九年の四八・三％から三〇年は四七・七％へ低下したのに
対し個人業主所得は四○・一％から四○・五％へ増加した。また法人所得は八・八％から八・七％に,個
人賃貸料所得と個人利子所得は合せて三・五％から三・九％へそれぞれ変化をみた。

八〇 つぎに個人所得についてみると,その総額は六兆二,六九九億円と前年より八・六％の増加となった。
これを支出面からみると,個人税および税外負担が絶対額でも減少したため個人可処分所得は前年より
九・四％の増加となった。個人税および負担額の個人支出総額中に占める割合は二四年以降次第に低下
し,二九年の七・二％から三〇年は六・五％になり,これにともなって可処分所得の割合は九二・八％から
九三・五％に上昇した。

第194表 振替所得の推移

第195表 社会保障関係国庫負担額
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第196表 実質消費水準の推移

第197表 国民消費水準の推移
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さらに可処分所得の処分状況をみると,消費があまりふえないで貯蓄が著しく増加している。すなわち,個
人所得総額中に占める個人消費支出の割合は,二九年の八〇・八％から三〇年は七八・一％に低下し,一方
個人貯蓄の割合は同じ期間に一二・二％から一五・六％に上昇した(第一九三表参照)。

八一 また振替所得の増加も大きく,その総額は二九年を一丁七％上廻り,二八年に対しては六割以上増加し
ている。したがって個人所得総額中に占める振替所得の割合も戦前(九～一一年)の二・〇％に対し,二八
年は四・一％,二九年五・四％,三〇年五・五％と次第に上昇してきている(第一九三表および第一九四表参
照)。

振替所得の内容は,その大部分が社会保障関係の費用として財政面から支払われるものであるが,社会保障
関係費用の国家負担状況の推移を予算面からみても逐年増加している。すなわち,社会保障制度審議会事
務局の資料によれば,国家予算中に占める狭義の社会保障費国庫負担額の割合は二六年度の六・一二％(軍
人恩給,失業対策等社会保障関連制度を含めると七・四六％)から,二九年度八・六九％(同一七・一四％)三
〇年度八・九一％(同一八・一二％)となつている(第一九五表参照)

八二 三〇年の個人消費支出は個人所得が増加したほどには増加しなかつたが,それでも前年に対し五・
一％増加し,そのため一人当りの実質個人消費支出でみると,昭和九～一一年の一六〇円から三〇年は一八
二円へと戦前を一割四分ほど上廻り,前年に対しても四・八％増加した(第一九六表参照)。

第198表 国民1人当り生活物資サービスの供給量指数
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(五)   国民生活と労働者の生活
(2)   都市と農村の消費水準

八三 つぎに家計調査から算出した国民消費水準の動きを都市と農村にわけてみてみよう。まず,都市と農
村を合せた総合消費水準は,九～一一年を一〇〇として,二八年に一〇四・八と戦前水準を超えたが,二九年
には一〇九・八に上昇し,さらに三〇年には一一四・九と戦前水準を大巾に上廻るに至った(第一九七表参
照)。

八四 このうち都市の消費水準(総理府統計局の東京都勤労者世帯の家計調査が用いられている)は二九年
にようやく戦前水準を回復したが,三〇年平均では一〇六・五に上昇した。

一方農林省の調査による農村消費水準は,すでに昭和二六年に戦前水準を約一割上廻っていたが,二七年一
一六・六,二八年.一二二・一と顕著な上昇を示し,その後やや鈍化しているが,二九年一二四・六,三〇年
一・二八・二と上昇してきている(第一九七表参照)。
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第二部    各 論
四   労働者の生活状態
(五)   国民生活と労働者の生活
(3)   物資の供給状況からみた生活状態

八五 最後に経済企画庁調の国民一人当り生活物資およびサービス供給量指数によって国民消費の動向を
みてみよう。

まず,総合指数では,三〇年は一〇五・四(二九年平均＝一〇〇)と前年に比べて五・四％の増加を示し,前述
の消費水準と同様,前年鈍化した供給(二九年の対前年比一・七％増)がふたたび伸びをみせたことが目
立っている(第一九八表参照)。

八六 これを費目別にみると,まず食料指数は前年より六・〇％の上昇を示した。このうち前年停滞してい
た主食指数が,三〇年は豊作の影響をうけてかなり上昇した。非主食は平均して約五％増となつたが,その
うちでも,大豆,肉類,乳卵類,油脂砂糖,酒類等の増加が前年にひきつづいて大きく,食生活における一層の質
的向上を反映していることは,前述家計調査の結果と同様である(第一九八表参照)。

八七 被服の供給量は,全体としては二八年以来停滞しており,一人当りの繊維製品年間供給量は二八年一
二・四八封度,二九年一二・七二封度,三〇年一二六七封度(九～一一年平均は同九・四封度)と停滞気味で
ある。しかしこれを質の面からみると大きな変化がみられ,綿製品,絹製品,麻製品が戦前水準以下で停滞し
てい為のに対し,人絹,スフ製品,合成繊維はめざましい増加を示し,とくに合成繊維の進出は顕著であって,
まだ衣料品全体の中に占める割合こそ小さいが,三〇年の一人当り供給量は前年に対し倍増している(第一
九八表および第一九九表参照)。

八八 住居指数は,前年に比し八％の大巾上昇となつたがこれは前年低落した家具什器の供給量が大きく伸
びたためであって,住宅は前年とほとんど保合である。家具什器を品目別にみると,ここ数年来螢光放電管,
電気洗濯機,ラジオ受信機,電気アイロン,扇風機等の増加がめざましく,電気器具の急速な普及を物語って
いる(第一九八表および第一九九表参照)。

第199表 生活物資及びサービスの供給量と利用度
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八九 光熱費指数は前年に比べ二・二％の微増であつたが,その内訳をみると,木炭,薪の消費量がひきつづ
き減少する一方,電気,ガス,煉豆炭,石油が着実に増加し,繊維と同様質的転換傾向が持続している( 第一九八
表 および 第一九九 表参照)。

九〇 雑費も依然堅実に消費が増加しており,その内訳でみると,三〇年にとくに大巾な動きをみせたのは,
修養娯楽費(対前年比二四・六％増),交通通信費(同七・○％増)である(第一九八参照)。
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